
※掲載している回答の内容は、回答した時点の市の見解となります。 

その後の制度変更などにより、最新の市の見解と異なる場合がありますのでご了承ください。 

 

 

市長への手紙 
（今までの主なご意見と回答） 

受付日 令和 ６年 ７月２９日 

回答日 令和 ６年 ９月 ９日 

件     名 

児童クラブ宅配弁当導入について 

内     容 

児童クラブを利用するにあたり、弁当を持っていくと荷物も多くなり、食中毒も心配で

ある。大和市の児童クラブへ宅配弁当の導入を検討してほしい。 

回     答 

現在、夏休み等の長期休業期間中など、放課後児童クラブが一日保育となる場合には、

保護者の皆様にお弁当をご用意いただいております。 

ご提案の注文弁当の導入につきましては、現状の人員や設備において、放課後児童クラ

ブで一括して弁当を発注することは、児童一人ひとりの食物アレルギーへの配慮や、急な

発注変更等への対応、また残飯処理について衛生面の課題があることなどから、直ちにご

要望にお応えすることは難しい状況でございます。 

一方で、一部自治体においては様々な取組が行われているところであり、放課後児童ク

ラブにおける昼食の提供について、一定のニーズがあることは承知しております。 

頂いたご意見につきましては、他市の取組状況を研究しつつ、今後の放課後児童クラブ

運営の参考にさせていただきたいと存じます。 

事務担当課 こども・青少年課（０４６－２６０－５２２４） 


